
 次に、鳥獣被害についてお聞きし

ます。 

 健康政策から考える鳥獣被害につ

いてです。 

 現在、新居浜市において、鳥獣被

害が拡大しています。主に、阿島、

船木、角野、中萩、大生院の山側で

被害が相次いでおり、多くの市民が

家庭菜園、農作物被害やふんに悩ま

されています。その中でも、猿、イ

ノシシ、ハクビシンなどの被害によ

り、家庭菜園を諦める家庭が増えて

います。 

 大分県立看護科学大学のホームペ

ージには、なぜ姫島村は健康寿命が

長いのかという記事があります。大

分県北部の姫島の住民は、健康寿命

が長く、その理由を調査した結果、

家庭菜園と健康寿命に関連があるこ

とが示されています。姫島では、畑

仕事を月１回以上実施している人の

割合が、全国平均の２倍以上で、高

齢者の歩行能力が優れ、１日の歩数

が多く、体を動かす活動時間が長

く、ストレスが少ないことが報告さ

れています。この調査により、姫島

の長い健康寿命には、家庭菜園での

畑仕事が関与している可能性が示唆

されています。 

 また、早稲田大学の堀口健治名誉

教授と弦間正彦教授の調査による

と、自営農業者の医療費は、それ以

外の人に比べて約３割少ないことが

明らかになっており、農業と健康寿

命の延伸には関係があると報告され

ています。 

 しかし、新居浜市の山際の地域で

は、鳥獣害により多くの市民が家庭

菜園や農業を諦めています。新居浜

市の長期総合計画では、健康づくり

と医療体制の充実を目指し、健康寿

命の目標値を設定していますが、目

標を達成するためには、家庭菜園と

健康寿命の関係を考慮する必要があ

ります。 

 そこで、お伺いします。 

 健康寿命延伸と家庭菜園の関係を

市はどのようにお考えなのか、あわ

せて、現在、新居浜市では、有害鳥

獣被害防止対策事業費補助金を出し

ていますが、上限額が低いため、負

担軽減にならない、申請に申請書と

口座振替依頼書と誓約書兼調査同意

書に必要事項を記入し、購入する資

材の見積書を添えて農林水産課窓口

まで提出することになっているが、

手間がかかるから面倒だ、手続をし

ているうちに被害が拡大してしまう

などの意見を市民の方からいただい

ています。上限額の引上げと申請の

簡略化ができないか、お答えくださ

い。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。宮崎経済部長。 

○経済部長（宮崎司）（登壇） 鳥

獣被害についてお答えいたします。 

 健康政策から考える鳥獣被害につ

いてでございます。 

 まず、健康寿命延伸と家庭菜園の

関係につきましては、農作業を通じ

て、日々体を動かすことは、ストレ

ス解消や生きがいづくりが図られ、

健康づくりに寄与しているものと考

えております。 

 また、本市におきましては、自然

農園での野菜づくりを推奨し、令和



６年12月１日現在で223人の方が土

と触れ合い、汗を流し、収穫する喜

びとともに人との交流を深めてお

り、この活動も健康づくりにつなが

るものと考えております。 

 次に、有害鳥獣被害防止対策事業

費補助金の上限額引上げにつきまし

ては、現在、補助金の上限額は、消

費税抜きで、認定農業者の方は５万

円、一般農家の方は３万円といたし

ております。令和６年11月末現在の

実績で、43件の申請がございます

が、消費税抜きの総事業費に対する

補助割合は、平均で約42％となって

おり、補助金の上限額に達していな

い状況でございます。 

 このようなことから、現状を維持

しながら、今後も多くの方に利用し

ていただけるよう、周知啓発に努め

てまいります。 

 また、申請の簡略化につきまして

は、申請場所の確認や被害の状況を

踏まえた効果的な複合柵などの設置

のため、面談による指導、助言も必

要となってまいりますので、現状の

申請方法を踏襲することがやむを得

ないものと考えております。 

○議長（小野辰夫） 伊藤義男議

員。 

○２番（伊藤義男）（登壇） 鳥獣

害対策の予算は、昨年、令和５年度

も余っていました。これだけ市内全

域において鳥獣被害が拡大している

のに、予算が余るのはおかしいで

す。鳥獣害の撲滅に向けて、市民が

使いやすいサービスの提供を要望

し、次に移ります。 

 次に、猿被害対策についてです。 

 ９月30日に角野公民館で開催した

猿の特性を学ぶ出前講座の案内のた

め、角野地区で猿被害があると思わ

れる地域の500軒を個別で案内に行

き、一軒一軒声を聞いてきました。

その聞き取りで分かったことをお伝

えします。 

 まず、里山整備が問題となってい

ます。昔は、みんなが季節ごとに里

山へ出かけて、山菜採りをしていた

と伺ったおうちで聞きました。そう

やって人間がいることで、居住地域

より山側に人間と猿との境界線が自

然にできていたのだと思います。 

 次に、耕作放棄地が増えていま

す。これは高齢化というより、猿被

害で果樹園などが廃業した事例が多

いです。家庭菜園なども猿の被害が

多いので耕作をやめていました。猿

被害で耕作放棄地が増え、その耕作

放棄地に猿が生息して、広範囲に広

がっていくという負の連鎖がありま

した。 

 空き家問題も大きな問題です。空

き家にすみ着く猿が増えています。

私も訪問して話をしている最中に、

空き家から出てきた猿と遭遇しまし

た。おうちの方が、あなたの話をし

よるんぞねと猿に話しかけていまし

た。高齢化が原因で空き家が増え、

高齢化が進むと、猿を追い払う元気

が住民になくなってきます。実際、

若い人が講座を受けに行って追い払

いをしてくれないだろうかと言われ

る高齢の方がいらっしゃいました。

猿は、空き家を拠点にして生息範囲

を広げていきます。そして、猿が生

息地を広げて、住宅街の空き家にす



み着いた場合は、追い払いが難しく

なります。煙火を用いた追い払い

は、住宅街では火災や騒音問題の原

因になるため使用できない場合があ

ります。今、煙火で追い払いをやっ

ている地域が、最終防衛ラインであ

り、これを突破されると取り返しが

つかなくなる可能性もあります。こ

れは、猿被害を受けている人だけの

問題ではなく、地域全体の問題であ

り、いろんな社会問題が原因だとい

うことに気づくことができました。 

 以上、実際に市民の方から話を聞

いてきた事実です。 

 実際に、私が住む角野校区は、猿

の被害が深刻になっています。私の

家の目の前まで猿が出没し、学校の

グラウンドや校庭にも猿が現れてい

ます。猿が人前に出てきて、それが

常態化すると、室内に猿が侵入する

事態に発展するとも言われていま

す。授業中に猿が校舎に入ってきた

り、給食の時間に猿が子供の給食を

奪うといったことも考えられます。

そういった事態にならないように、

現在、角野では、住民たちが結束し

て、何とか追い払いをしようと呼び

かけています。煙火を用いた追い払

いのほか、資料１を御覧ください。

これは、ＰＴＡや地域住民で猿が隠

れたりする場所をなくすために、校

庭の木を剪定したり、餌になる実が

なる木を剪定したときの写真です。

住民が一体となって、この鳥獣害に

立ち向かっています。 

 しかしながら、住民たちの力も限

界があります。やはり、行政の補助

がなければ、正直しんどいです。 

 そこで、５点お伺いします。 

 １点目、現在、鳥獣害対策の係が

定期的な猿の出前講座や煙火の講

習、配布を角野公民館で開催してく

れていますが、これを市全体の鳥獣

害がある地域の公民館で毎月定期的

に開催できないか、追い払いは続け

ることに意味がありますが、煙火が

なくなった場合、市役所へ取りに行

くのが面倒だという理由で追い払い

をやめてしまうケースがあります。

そのことも踏まえて、開催の有無を

お答えください。 

 ２点目、現在、本市においては、

追い払いをメインでやっています

が、追い払いは地域住民の継続的な

活動が必要になってきます。やは

り、追い上げをやらなければ、住民

負担が大きいです。しかし、追い上

げのためには、専門的な知識や情報

収集が必要になります。市として専

門家を入れて追い上げを本格的にや

っていただけないか、お答えくださ

い。 

 ３点目、猿は煙火のような大きな

音で一時的に退散します。しかし、

またすぐに群れで出現します。福井

県では、モンキーバスターズという

組織が結成され、ＪＡ福井県女性部

の女性有志３名が、電動エアガンで

追い払いに成功したという事例があ

ります。やはり、猿にも痛い思いを

させないといけないのかもしれませ

ん。 

 そこで、本市として、猿の追い払

いを目的とする電動エアガンの購入

に補助金を出せないか、お伺いしま

す。現在の電動エアガンは、威力も



制限されて、免許なしで使用でき、

安全装置もついている安心できる物

となっており、一番安い商品で２万

円ほどになります。猿に当たっても

猿を傷つけることなく、痛いと思わ

せることができ、弾も土に戻るもの

が販売されています。煙火を用いた

追い払いにも限界を感じている部分

もあるので、補助できないかお伺い

します。 

 ４点目、新潟県阿賀町では、猿被

害対策として、猿の群れの個体にＧ

ＰＳ装置を装着し、リアルタイムで

猿の群れの位置情報が分かるアニマ

ルマップを活用しています。これを

導入することで、地域住民が事前に

猿の出没を把握し、追い払いを行う

ことで、効率的な追い払いができる

とのことです。 

 新居浜市としても、このシステム

を導入し、農家や住民の被害対策に

活用できないか、お答えください。 

 ５点目、先ほど御説明したモンキ

ーバスターズですが、福井県に確認

すると、高齢化が原因で令和３年に

解散したとのことです。その後どう

なったか聞いたところ、以前と同じ

ように、猿がまちなかに出没するよ

うになったとのことでした。現在、

猿の捕獲に向けた最新の捕獲器であ

る地獄おりを導入しているところが

あります。最終的には、捕獲をして

いかないと難しい現状を踏まえて、

市としても最新の捕獲器である地獄

おりを導入できないか、お伺いしま

す。 

 以上、５点お答えください。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。宮崎経済部長。 

○経済部長（宮崎司）（登壇） 猿

被害対策についてお答えいたしま

す。 

 まず、出前講座や煙火講習の定期

的な開催についてでございます。 

 ニホンザルの習性や行動から学ぶ

被害対策の理解を市民の方に知って

いただくため、市では出前講座を申

込みに応じて随時開催しており、令

和６年度は角野校区のほか、船木・

中萩校区の自治会などの申込みによ

り、計５回開催いたしております。 

 また、煙火講習も希望者の御都合

に合わせて随時行っており、講習を

終えた方は、市役所にお越しいただ

いて煙火を配布いたしております。 

 御提案の講座や講習の定期的な開

催につきましては、申込件数を考慮

いたしますと、現状では要望に応じ

た開催を継続してまいりたいと考え

ております。 

 また、煙火の配布につきまして

も、煙火自体の取扱いや本人確認な

ど、慎重にすべきものと考えており

ますことから、市民の方には御足労

をおかけいたしますが、引き続き市

役所にお越しいただきたいと考えて

おります。 

 次に、追い上げについてでござい

ます。 

 追い上げとは、ニホンザルの群れ

を威嚇などの手段を用いて農地や住

宅地から隔たった目標の地域へ積極

的に追い立てるもので、追い払いよ

り一歩踏み込んだ対策と伺っており

ます。 

 追い上げに際しては、地形、植



生、気象条件、農地、住宅地の防護

などの環境整備や追い上げへの地域

住民の参加協力などクリアすべき条

件も多く、５年以上の長期的な計画

が必要となるなど、専門家を交えて

組織的な体制づくりが必要であると

伺っており、地域主体の取組が前提

となってまいります。そのため、地

域ぐるみで取組を進めたいとの地域

からの申出がございました場合に

は、相談内容に応じて、県を通じて

専門家を派遣してもらうなど実施に

向けて協力してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、電動エアガン購入補助金に

ついてでございます。 

 現在のところ、煙火を中心とした

追い払いを推進いたしておりますの

で、現状の対策を引き続き活用しな

がら、地域全体で追い払いが進むよ

う努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、アニマルマップシステムの

導入についてでございます。 

 アニマルマップシステムは、ニホ

ンザルの位置情報を事前に把握でき

ますことから、効果的な対策が可能

となりますが、費用が多額になりま

すことから、現在のところ導入は困

難であると考えております。 

 次に、最新捕獲器の導入について

でございます。 

 大型囲いわなである地獄おりの導

入につきましては、現在、本市では

設置いたしておりませんが、四国中

央市において設置事例があり、視察

にも伺っております。地獄おりは、

一般的に一度に大量のニホンザルの

捕獲も可能と言われておりますが、

餌づけに期間を要すること、新鮮な

餌の継続的な補給や見守りなど、そ

の管理に多大な労力や費用負担も生

じるため、駆除の協力を依頼してい

る猟友会はもとより、市が直接的に

購入、管理することは、現状では難

しいものと考えております。 

 今後におきましても、愛媛県や他

市との連携、情報共有を図りなが

ら、効果的なニホンザル被害対策に

ついて調査研究してまいります。 

○議長（小野辰夫） 伊藤義男議

員。 

○２番（伊藤義男）（登壇） 先日

も公民館で作業中に煙火が鳴り響

き、現地に行ってみると、住民の方

が干し柿を全部猿に食べられたとお

怒りになられていました。角野小学

校は、ほぼ毎日のように猿が校庭ま

で来ています。これが続けば、猿が

校舎内へ入って、子供たちに実害も

出ると思います。角野小学校だけで

はありません。他の小学校の通学路

にも、猿が出没するエリアがありま

す。子供たちの安全と地域の方の安

心のためにも、先ほど質問しました

各公民館での講座と講習の定期開

催、追い上げの実施、電動エアガン

購入の補助、ＧＰＳ装置による群れ

の確認と共有、地獄おりの導入、以

上、５点を要望し、次の質問に移り

ます。 


